
1　 主　 　 旨

2　 大会名称

3　 主　 　 催

4　 主　 　 管

5　 期　 　 日

6　 会　 　 場

7　 参加資格 ( 1)  チーム：

( 3)  外国籍選手：

( 4) 例外対応：

( 5)  選手登録：

( 6)  傷害保険：

( 7)  違反行為：

9　 競技規則

選手は（ 財) 日本サッ カ ー協会が発行し た、 ２ ０ １ ４ 年度登録証（ 写真貼付） を 持参し
ないと 試合には出場でき ない。

④　 上記①②③の資格を 満たす選手に加えて、 オーバーエイ ジ枠と し て、 １ ９ ９ ２ 年４
月２ 日から １ ９ ９ ６ 年４ 月１ 日までに生まれた選手を ５ 名までを 参加申し 込み・ 試合出
場さ せるこ と ができ る。

県内各グラ ンド

（ 社） 神奈川県サッ カ ー協会

（ 社） 神奈川県サッ カ ー協会女子委員会

２ ０ １ 4年６ 月28日（ 日） より ９ 月８ 日（ 日） まで

( 2)  選　 手：

第１3回　神奈川県女子ユースサッカー選手権大会
兼　第１8回関東女子ユースサッカー選手権大会予選大会要項

２ ０ １ ４ 年度（ 財） 日本サッ カ ー協会制定の「 サッ カ ー競技規則」 によるが、 次の事項を 特別に定め
る。

( 1)  試合開始時の最少人数は８ 名と する。

選手は、 スポーツ傷害保険などに加入し ているこ と 。

( 1)  予選リ ーグ、 決勝ト ーナメ ント 方式で優勝チームを 決める。

③　 なでし こ リ ーグ出場チーム、 全日本大学女子サッ カ ー連盟・ 都道府県高等学校体育
連盟加盟チームを 除く 。 （ 一部例外対応あり ） また、 中学生以下の選手だけの大会参加
申し 込みは不可と する。

8　 競技方法

５ 名登録でき 、 １ 試合３ 名まで出場でき る。

神奈川県内女子サッ カ ーの技術の向上と 健全な心身の育成を はかり 、 広く 女子サッ カ ーの普及振興に寄
与し 、 県内のク ラ ブチームのさ ら なる増加、 活動の活性化を 目的と し 交流の場と し ていく 。

１ １ 人に満たない場合に限り 、 参加申し 込み合計１ ８ 名になるまで、 同年度の全日本高
等学校女子サッ カ ー選手権大会・ 全日本大学女子サッ カ ー選手権大会（ 予選含む） に参
加申し 込みし た選手を 除き 、 同一チーム内の全日本大学女子サッ カ ー連盟・ 都道府県高
等学校体育連盟加盟選手も 参加申し 込みするこ と ができ る。

②　 （ 財） 日本サッ カ ー協会により 「 ク ラ ブ申請」 を 承認さ れた「 ク ラ ブ」 に所属する
チームについては、 同一「 ク ラ ブ」 内の別のチームに所属する選手を 移籍手続き を 行う
こ と なく 本大会に参加さ せるこ と ができ る。 こ の場合、 同一「 ク ラ ブ」 内のチームであ
れば、 複数のチームから 選手を 参加さ せるこ と も 可能と する。 なお、 選手が所属する
チームの種別・ 種別区分は問わない。
＊但し 、 予選から 本大会に至るまで、 同一選手が異なるチームで再び同一大会に参加申
し 込みするこ と ができ ない。

（ 社） 神奈川県サッ カ ー協会を 通じ ２ ０ １ 4年度（ 財） 日本サッ カ ー協会に加盟登録さ
れたチーム： 県協会登録チームを 一単位と する。

第１ 3回　 神奈川県女子ユースサッ カ ー選手権大会
兼　 第１ 8回　 関東女子ユースサッ カ ー選手権大会　 予選大会

①　 １ ９ ９ ６ 年４ 月２ 日～２ ０ ０ ２ 年４ 月１ 日に生まれた女子で、 ２ ０ １ ４ 年度に
（ 財） 日本サッ カ ー協会の「 女子」 に登録さ れた選手であるこ と 。

( 8)  試合の棄権は原則と し て認めない。  棄権チームは次年度の本大会に出場でき ない。 なお参加料は
返却し ない。

参加資格に違反やその他の不都合な行為のあっ たと き は当該チームの出場停止、 あるい
は当該チームの参加し た試合を 没収試合にする。

( 2)  メ ンバーは交代要員を 含めて当該試合の３ ５ 分前までに「 ２ ０ １ ４ 年度選手証」 と 共に会場責任者
に提出さ れなければなら ない。

( 7)  試合球： 　 当該チームの持ち寄り による。 （ 財） 日本サッ カ ー協会検定級で５ 号縫いボールと す
る。

( 4)  各試合毎の選手登録数： １ ８ 名まで（ 参加申込選手最大２ ５ 名のう ち）

　 ①交代出来る数： ５ 名　 ②交代要員の数: ７ 名　 ③ベンチに入るこ と が出来る数： １ ２ 名（ 交代

( 3)  メ ンバー提出後キッ ク オフ までに先発メ ンバーの選手が出場不可能になっ た場合は、 交代要員の選
手と 代えるこ と ができ る。

( 2)  試合時間は８ ０ 分（ 前、 後半４ ０ 分） ハーフ タ イ ムのイ ンタ ーバルは１ ０ 分と する。 決勝ト ーナメ
ント ・ 準決勝戦までは８ ０ 分で勝敗が決し ない場合はペナルテイ ーキッ ク 方式で次回戦への進出チーム
を 決める。 準決勝戦から は８ ０ 分で勝敗の決し ない場合は２ ０ 分（ １ ０ 分×２ ） の延長戦を 行い、 なお
決し ない場合はペナルティ ーキッ ク 方式により 次回戦への進出チーム、 優勝チームを 決定する。

　 要員７ 名、 役員５ 名） 　 ④自由な交代は適用し ない



10　 懲罰

10 ユニホーム

13 日　 　 程

15組み合せ

運営担当責任者

副　 責　 任　 者

庶務・ 会計

広報

規律フ ェ アプ
レ

( 4)  ユニホームに広告を 認める。 ただし 、 （ 財） 日本サッ カ ー協会ユニホーム規程を 遵守し 、 （ 社） 神
奈川県サッ カ ー協会を 通し て（ 財） 日本サッ カ ー協会の承認を 得たも のに限る。

なお移籍については（ 財） 日本サッ カ ー協会の定める「 基本規程第５ 章　 移籍　 第１ ～２ 節」 の定めに
よる。

決定し た日程は原則と し て変更し ない。

なお、 準決勝以上の副審は、 神奈川県サッ カ ー協会より 派遣さ れる。

主審は神奈川県サッ カ ー協会より 派遣さ れる。 　 副審は、 本部の割り 当てにより 参加チームの所属審判
員（ 有資格者） が行う こ と と する。

各試合の一週間前までに所定の「 選手変更届」 と 神奈川県サッ カ ー協会に年度当初に提出し た加盟団体
表「 選手表」 （ 写） あるいは（ 財） 日本サッ カ ー協会の追加登録（ 写） を 下記大会運営担当責任者に送
付する。

優勝、 準優勝の２ チーム（ 予定） は、 第１ ８ 回関東女子ユースサッ カ ー選手権大会に参加し なければな
ら ない。

( 2)  退場: 　 本大会において主審より 退場を 命じ ら れた選手は、 次の公式戦１ 試合を 自動的に出場停止
と し 、 以降の処置については神奈川県サッ カ ー協会女子委員会　 規律・ フ ェ アプレ ー部の決定による。
なお、上位大会に出場停止処分は持ち越す。

( 1)  警告: 　 本大会において警告を ２ 回受けた選手は、 次の公式戦１ 試合の出場を 停止する。

( 9)  今大会、 上位4チームは次年度行われる同大会のシード 権を 得るも のと する。

11 追加登録

12 審　 　 判

14 表　 　 彰

・ 参加申し 込みは送付さ れる別紙にて、 ５ 月１ ６ 日（ 金） までに提出するこ と 。

優勝、 準優勝、 優勝チームに優勝カ ッ プ（ 持ち回り ） を 授与する。

代表者会議　 ５ 月１ １ 日席上で抽選により 決定する。

16参加申し 込
み 　 なお、 参加登録人数は最大２ ５ 名と する。

18大会運営部

( 2)  会場撤去　 会場を 確保し たチーム、 会場責任チーム、 最後の試合の２ チームが行う 。

17その他

　 　 亀田　 勝昭　 　 （ 一般部会）

　 　 橋本　 恵二　 　 （ 一般部会）

( 4)  緊急事態　 緊急事態が発生し た場合は、 極力運営担当責任者と 連絡を と るこ と 。 連絡が取れない場
合は、 会場責任チームの判断で処理し , 運営担当責任者に事後報告するこ と 。

( 3)  事故防止　 全チーム事故防止について十分注意し 、 万一事故が発生し た場合は、 当該チームの責任
で処理するこ と 。

　 　 岩田　 行弘　 　 （ 一般部会）

　 　 石渡　 肇　 　 　 （ 女子委員会・ 規律フ ェ アプレ ー部）

( 3)  参加申込書送付後のユニホームなら びに背番号の変更は認めない。

( 2)  パンツに背番号と 同じ 番号を 付けるこ と が望まし い。

大会実施年度の（ 財） 日本サッ カ ー協会ユニホーム規程による。

( 1)  ユニホームは必ず正副（ 異色のも の） 二組を 登録し 、 会場に携行するこ と 。 ( シャ ツの色彩は審判
員が通常着用する黒色と 明確に判別し 得るも のでなければ登録でき ない） （ FP・ GK用共）

・ 大会参加費２ ２ ， ０ ０ ０ 円は、 ５ 月１ ６ 日（ 金） までに別途指定する口座に振り 込むこ と 。 振込確認
の方法は代表者会議で決める。

( 1)  会場準備　 会場を 確保し たチーム、 会場責任チーム、 第１ 試合の２ チームが行う 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 （ 一般部会）


	Sheet1

